
桂坂教育後援会会則 

 

(名称・事務所) 

第１条 本会は、桂坂教育後援会と称し、事務所を桂坂自治会館内に置く。 

(組織) 

第２条 本会は、桂坂学区の各自治会員及び本会の趣旨に賛同する人々を以って組織する。 

２.本会は、桂坂学区自治連合会(以下、｢自治連｣という)の各種団体として、自治連がこれを助成する。 

(目的) 

第３条 本会は、桂坂小学校、大枝中学校、西総合支援学校の児童・生徒を対象に、教育の充実、安心・安全

と健康増進などに関する援助を行うことを目的とする。 

(役員の選出) 

第４条 本会に次のとおり役員をおき、総会において選出する。 

(１)本部役員は、自治連の役員から概ね次の基準により選出する。 

会長    １名 

副会長   ６名 

会計    １名 

事務局長  １名 

事務局担当 ５名 

広報    １名 

(２)理事は、自治連を構成する自治会の会長(以下、「自治会長」という)より選出する。 

(３)幹事は、自治連を構成する各種団体の長より選出する。 

(４)監査役は、会長の推薦により選出する。 

監査役 2名 

(５)顧問は、桂坂小学校校長、桂坂小学校 PTA会長、大枝中学校校長、及び西総合支援学校校長があたる。 

(役員の任期) 

第５条 本部役員、幹事、及び理事の任期は、翌年の定例総会までとし、再任を妨げない。 

(会計) 

第６条 本会の会計は寄付金及び自治連助成金等により運用する。 

(会計年度) 

第７条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日を以って終了する。 

(会議) 

第８条 本会は次の会議を開催する。 

(１)総会 

(２)役員会 

(会議の開催・議決) 

第９条 本会の会議は次のとおり開催する。 

(１)総会は、本会の最高議決機関として本会役員で構成し、年１回開催する。 

(２)会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。 

(３)総会においては次の事項を審議する。 

     ①事業計画及び予算に関すること。 

     ②事業報告及び決算に関すること。 

     ③会則の改廃に関すること。 

     ④役員の選任に関すること。 

     ⑤本会に関するその他重要事項 

(４)役員会は必要の都度、会長が召集するものとし、原則として本部役員、理事、及び幹事の出席によ

り開催し、会務を処理する。 

(５)会議は出席者の過半数にて議決する。 

(効力) 

第１０条 本会則は平成１２年４月２３日総会開催時から実施する。 

(２)一部改定補足し、平成１３年４月１５日から実施する。 

(３)一部改定補足し、平成１４年４月１４日から実施する。 

(４)一部改定補足し、平成１５年４月２０日から実施する。 

(５)一部改定補足し、平成１８年４月１７日から実施する。 

(６)一部改定補足し、平成２２年４月１８日から実施する。 

(７)一部改定補足し、平成２６年６月７日から実施する。 


